
令和８年度愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務仕様書 

 

１ 業務の目的   

 令和４年９月に改定した「愛媛県災害廃棄物処理計画」（以下、「現行計画」という。）に

ついて、令和７年度の「愛媛県地震被害想定調査」により被害想定が見直されたことや、

近年の自然災害における災害廃棄物対策に関する情報や知見の蓄積等を踏まえ、内容の充

実及び災害廃棄物処理体制の確立を図ることを目的とする。   

 

２ 業務の期間   

 契約締結日から令和９年３月 26日（金）まで   

 

３ 愛媛県災害廃棄物処理計画改定事業委託業務   

 現行計画策定後に発生した災害における最新の知見、国のガイドラインやマニュアル等

に加え、指針や国の各種通知、関係法令の改正、県の施策及び各種計画や調査結果を収集

し、整理するとともに、現行計画との整合を図ることにより、実効性の高い計画になるよ

う次の（１）～（５）により改定案を策定すること。   

（１） 総則   

 県の概況、地域防災計画等で想定される災害の種類や規模、また地震、水害、その他自

然災害における被害の様相、災害廃棄物の質（処理困難物も含む）等に着目して整理する

こと。   

  ① 背景   

  ② 目的   

  ③ 基本的事項   

 

（２） 平常時（災害予防）   

 令和７年度に改定した「愛媛県地震被害想定調査」において推計された災害廃棄物の発

生量や避難者数などを使用すること。なお、仮置場必要面積については、仮置場の運営方

法に応じ、複数のパターンについて推計を行うこと。   

  ① 組織体制・指揮命令系統   

  ② 情報収集・連絡   

  ③ 協力支援体制の整備等   

  ④ 関係職員への教育訓練   

  ⑤ 気候変動適応策   

  ⑥ 一般廃棄物処理施設の災害対応力強化   

  ⑦ 一般廃棄物処理施設の補修体制の整備   

  ⑧ し尿処理施設の確保対策   

  ⑨ 避難所ごみの処理計画   

  ⑩ 災害廃棄物処理対策   



（３） 応急対応時   

 災害の種類や規模に応じた対応方針や優先順位についても整理すること。その際は、廃

棄物処理施設や収集運搬車両の能力も踏まえること。   

  ① 組織体制・指揮命令系統   

  ② 協力支援体制の整備等   

  ③ 災害発生懸念時の対応   

  ④ 職員配置・行動開始   

  ⑤ し尿処理機能の確保   

  ⑥ 避難所ごみの処理体制の確保   

  ⑦ 迅速な災害廃棄物処理の開始（処理実行計画の作成）   

 

（４） 復旧・復興時   

 災害の種類や規模に応じた対応方針についても整理すること。その際は、廃棄物処理施

設や収集運搬車両の能力を踏まえ、仮設処理施設の設置の要否についても整理すること。   

  ① 処理主体の決定   

  ② 組織体制・指揮命令系統   

  ③ 協力支援体制の整備等   

  ④ 職員の行動継続・調整   

  ⑤ 円滑な災害廃棄物処理の実施   

 

（５） 計画の見直し   

 （１）～（４）の改定の内容を踏まえ、改定後の計画における見直しの時期や点検につ

いて検討を行うこと。   

  ① 見直しの必要性   

  ② 計画の点検・更新   

 

４ 対象者向け説明会   

 県内市町職員等約 50 名を対象とした愛媛県災害廃棄物処理計画改定内容等に関する説

明会を開催し、災害廃棄物処理に関する最新の動向を伝えるとともに市町計画の改定を促

進すること。なお、説明会に係る準備及び費用については受託者が負担することとする。 

  ① 災害廃棄物処理の動向   

  ② 改定内容   

  ③ 市町計画改定について   

 

５ 改定案等の作成・納品   

 受託者は、次に示す日までに下記に示す資料を作成し、電子データを納品するものとす

る。なお、詳細な日程は発注者と協議の上、決定するものとする。   

（１） 日程   



  ９月末まで：改定案を作成   

  10～11月末：パブリックコメントを反映し、改定案を修正    

  12～１月中旬：説明会資料の作成  

（２） 作成資料   

  ① 本編   

  ② 概要版   

  ③ 変更点の概要   

  ④ 改定案と現行計画の新旧対照表   

  ⑤ 説明会資料   

 

６ 打合せ協議   

 業務着手時、中間時、取りまとめ時に加え、必要に応じて実施すること。また、受託者

は、その都度打合せ記録簿を作成すること。   

 

７ 報告   

 業務実施期間中、受託者は県から業務進捗状況の報告を求められた時は速やかに報告し

なければならない。   

 

８ 成果品   

 受託者は委託期間の完了日までに、次のとおり、成果品として結果報告書を提出するも

のとする。なお、成果品はあらかじめ県と内容について協議、精査するものとする。  

  

○結果報告書（概要版）   

  ・電子媒体：１部（形式：Word又は Excelなどの編集が可能な形式及び PDF版、記録媒

体：CD-R又は DVD-R）   

○結果報告書（本編）   

  ・電子媒体：１部（形式：Word又は Excelなどの編集が可能な形式及び PDF版、記録媒

体：CD-R又は DVD-R）   

  ・紙媒体：10部（Ａ４判、両面刷、カラー）   

○説明会資料   

  ・電子媒体：１部（形式：Word又は Excelなどの編集が可能な形式及び PDF版、記録媒

体：不要）   

  ・紙媒体：説明会参加者人数分   

 

９ その他留意事項   

（１） 適用範囲   

 本仕様書は、本業務の基本的内容について定めるもので、現地調査等の内容は十分かつ

必要なものとし、管理的経費を十分考慮したものでなければならない。   



 また、本仕様書に明記されていない事項であっても、本業務の目的達成のために必要な

調査、協議及び説明会等、又は業務実施の上で当然必要と思われるものについては、原則

として受託者の責任において実施しなければならない。   

 ただし、県及び受託者とも事前に予知できない事項については除くものとする。   

（２） 疑義   

 受託者は、本仕様書に疑義が生じた場合は、県と十分協議のうえ、遺漏のないよう業務

を行うものとする。   

（３） 検査   

 本業務は、県の検査合格をもって完了とする。   

（４） 成果品の瑕疵   

 納品の後、成果品に「瑕疵」が発見された場合は、県の指示に従い必要な処理を受託者

の負担において行うものとする。   

 成果物の納入後１年を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが判

明した場合には、受託者の責任において関連する項目を再検査し、不良個所を修正するも

のとする。   

（５） 成果の帰属   

 本業務により作成された成果物の全ての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を

含む。)は、県に帰属する。ただし、受託者が従前より有する著作物あるいは第三者の著作

物については、受託者あるいは第三者に帰属するものとする。   

 受託者は、県が認めた場合を除き、成果物に係る著作者人格権を行使できないものとす

る。   

 受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する著作権あるいは第三者

の著作権については、当該著作権の利用に当たり、支障のないよう適切な措置を講じなけ

ればならない。   

 また、何らかの著作権に係る問題が生じた場合、受託者の責任により対処するものとす

る。   

（６） その他   

 ア 受託者は、本業務の実施に際し、規定業務内容の変更又は当該業務以外の調査・計

画等の必要が生じた場合は、その段階で委託者とその対応について協議するものとする。   

 イ 業務内容の変更に必要な資料は受託者が作成する。   

 


